
平成 30 年 1 月 12 日 
ご投資家の皆様へ 

 
 

大和証券投資信託委託株式会社 

 
 

「ベトナム株ファンド」の新規買付けのお申し込みの受け付け停止のお知らせ 

 
 
拝啓  

 
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、弊社の投資信託に格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

 
 さて、弊社運用の投資信託「ベトナム株ファンド」につきまして、平成 30 年 1 月 19 日（金）

のお申し込み分をもちまして新規の買付けのお申し込みの受付を一時停止させて頂きますので、

ご案内申し上げます。 

 
当ファンドは、高い経済成長が期待されるベトナムの株式に投資するファンドで、信託金限度

額は 300 億円となっています。平成 30 年 1 月 10 日現在の純資産額は 274 億円、信託金は 223 億

円となっており、弊社では、当ファンドの資金動向等を総合的に勘案した結果、新規のお買付け

状況次第では信託金限度額に達する可能性があると判断したものです。 

 
 なお、資金動向次第では、停止時期を早めることがあります。 

 
お買付けのお申し込みの受付再開につきましては、資金動向や運用資産規模の状況等を勘案し

て再開可能な環境が整いましたら、別途お知らせさせていただきます。 

 
 既存の投資信託積立等のご契約による当ファンドのお買付けのお申し込みにつきましては、ご

契約を締結されている販売会社にお問い合わせください。 

 
 何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
敬具 

 
 



投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと 

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託

説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。 

注意点① お客さまにご負担いただく費用について 

種類 
料率 

（税込） 
費用の内容 

ご負担いただく費用金額のイメージ 
（金額は左記の料率の上限で計算しています） 

直接的に 

ご負担 

いただく 

費用 

購入時手数料 
0～3.24％ 

（税抜3.0％） 

購入時の商品説明また

は商品情報の提供、投

資情報の提供、取引執

行等の対価です。 

基準価額10,000円の時に100万口を購入される

場合、最大32,400円をご負担いただきます。 

信託財産留保額 0～0.5％ 

換金に伴い必要となる費

用等を賄うため、換金代

金から控除され、信託財

産に繰入れられます。 

基準価額10,000円の時に100万口を換金される

場合、最大5,000円をご負担いただきます。 

信託財産

で間接的に 

ご負担 

いただく 

費用 

運用管理費用 

（信託報酬） 

年率 

0～2.5528％ 

投資信託の運用･管理

費用として、販売会社、

委託会社、受託会社の

三者が、信託財産の中

から受け取る報酬です。 

基準価額10,000円の時に100万口を保有される

場合、最大1日あたり約70円をご負担いただきます。 

その他の費用・ 

手数料 

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産

を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費用・手数料につい

ては、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません） 

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和投資信託が運用する一般的な投資信

託の料率を表示しております。投資信託によっては換金手数料をご負担いただく場合があります。※手数料等の合計額については保有期間

等に応じて異なりますので、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細

につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 

注意点② 投資信託のリスクについて 

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が

保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は

預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたって

は、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 

 当資料は投資判断の参考となる情報提供を目的として大和証券投資信託委託株式会社が作成したものであり、勧誘を目的としたもので

はありません。投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認の

うえ、ご自身でご判断ください。 

 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載

内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更される

ことがあります。 

当資料のお取扱いにおけるご注意 



2017年 6月 1日改訂 

株式、債券、ファンド、上場ETFおよび上場リートのご購入の際のご注意事項 
 

当資料は、投資判断の参考となる情報提供のみを目的としており、個別の金融商品の投資勧誘を目
的として作成または提供するものではありません。当資料は、作成者が信頼できると判断した情報
源に基づいて作成されていますが、その情報の正確性や完全性を、または、将来の経済・市況動向
等を予測・保証するものではありません。また、当資料中の見解等は今後予告なく変更される場合
がありますので、投資に係る最終決定はご自身の判断でなさいますようお願い申し上げます。金融
商品等の手数料等およびリスクについては、当該商品等の上場有価証券等書面、契約締結前交付書
面、目論見書及びお客さま向け資料等に記載しておりますので、よくお読みください。 

 
【お取引時の手数料について】（営業店でお取引の場合の手数料率、税込表示） 
● 国内株式の売買取引には約定代金に対して最大1.134％の売買手数料（同手数料額が2,700円に満たな

い場合は2,700円）をいただきます。又、外国株式の売買取引には売買金額（現地における約定代金に
現地委託手数料と税金等を買いの場合は加え、売りの場合は差し引いた金額）に対して最大0.864％の

委託手数料（同手数料額が2,700円に満たない場合は2,700円）をいただきます。 
● 非上場債券（国債、地方債、政府保証債、社債等）を当社が相手方となり、お買付けいただく場合には、

購入対価のみお支払いいただきます。 
● ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。 
＜直接費用＞購入手数料（スイッチング手数料を含む）上限3.78%、換金手数料上限1.08%、信託財産留

保額上限0.50％が必要となります。 

＜間接費用＞運用管理費用（信託報酬）上限2.50％、（注）その他の費用・手数料（監査費用、有価証券等の
売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用、信託事務に要する諸費用等）をご負担頂きま
す。（注）その他費用・手数料は、運用状況等により変動する為、料率の上限等を示すことができません。 

● 外国株式、外国債券、外国投資信託を売買取引する際の円貨と外貨の交換レートには、約定代金
に応じて当社が決定する為替スプレッドがあります。 
 

【リスクについて】  
● ＜株式、上場ETF、債券のリスク＞株式や上場ETFの売買取引については株価の変動により投資元本を

割り込むことがあります。債券は金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがありま
す。外国株式、外国債券および外貨建て資産に投資する上場ETFは、為替相場の変動等により損失が生
じるおそれがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等
により投資元本を割り込むことがあります。 

● ＜為替リスク＞外貨建て商品の場合、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動ある
いは外貨交換の際の為替スプレッドにより、円換算ベースで投資元本を割り込み損失を被る場合があり
ます。 

● ＜上場リートのリスク＞リートは、不動産などで運用を行う上場投資法人です。リート市場価格について
は、金融経済動向、不動産市況、災害（地震、火災等）等の影響を受け変動し損失が生じるおそれがあ
ります。分配金は不動産などからの収入に応じ変動します。金融商品取引所が定める基準に抵触し上場
廃止になった場合には、取引が著しく困難になる可能性があります。 

● ＜ファンドのリスク＞ファンドは、主に国内外の株式、債券、不動産投資信託証券など値動きのある有価
証券等（外貨建て資産には為替リスクもあります）に投資しますので基準価額は大きく変動します。従
って、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。また、「毎月分配型」
及び「通貨選択型」ファンドの“収益分配金に関する留意事項”及び“通貨選択型投資信託の収益イメ
ージ”は必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説明書（交付目論見書）を
よくお読みください。 

  

 

 

商号等     ひろぎん証券株式会社 

金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号 

加入協会  日本証券業協会 

 

 


